












































福島県地域漁業復興プロジェクト
漁業復興計画書（変更）

（いわき地区底びき網部会）
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福島県地域漁業復興プロジェクト漁業復興計画の概要（1/2）
（いわき地区底びき網部会）

背景と現状

1. 東日本大震災と原発事故により、施設等が大きな被害を受け、沿岸漁業は操業自粛を余儀なくされた。

2. 平成25年から試験操業に取り組み、徐々に水揚量を拡大してきたが、令和３年の水揚量は震災前の24％（底
びき網全船）。

3. 令和３年３月末で試験操業は終了。各漁協においてロードマップを作成し、課題を解決しつつ水揚量を拡大す

る本格操業への移行期間となった。
4. 比較的若い漁業者もいるが、少子高齢化や震災で先が見えない状況が続いたことから、乗組員不足が続い

ている。個人的に募集を行ってきたが、地域として組織的な担い手確保・育成が必要とされている。

5. 人員不足や船の老朽化により安全性、生産性の低下が危惧される。
6. 操業自粛によって地域の資源量は高位にあり、持続的利用に向け、地域が一体となった操業体制の構築が

必要とされている。

7. これまでの風評対策により、販路は震災前に戻りつつあるが、ALPS処理水の海洋放出があれば、風評の顕
在化が危惧される。

1. 高齢船の更新、既存船を含めた地域全体の安全性、生産性の向上。
2. 組織的な漁業担い手の確保・育成。
3. 地区が一体となった操業体制の構築。
4. 計画的な水揚量拡大。
5. 資源の持続的利用。
6. 風評払拭、販路の拡大。

課 題

3ロードマップイメージ
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新船や中古船、機器の導入により、生産性や安全性、作業性を向上させるとともに、漁協を中心とした地域全体で漁業担い
手の確保・育成に取り組む、また、参加者が一体となった操業体制を構築し、県の研究機関と連携した科学的データに基づき
関係地区との連携を強化し、増加した水産資源の持続的利用を図る。さらに、行政、仲買業者等と連携した情報発信や販路
拡大に取り組む。これにより、５年後の水揚量を震災前の50％以上に回復させ、水産業の復興を確実なものにするとともに、
将来にわたり、水産業を核とした地域産業の持続化を図り、更に相馬沖底船の取組と連携して福島県全体の水産業復興を
加速させる。

コンセプト

○ 生産基盤の安定的な確保
・新船・中古船導入及び安全性の向上
新船１隻、中古船２隻を導入。全船に救命筏を設置、AIS（船舶自動識別装置）   
を導入、AEDを設置する。

・漁業担い手の確保・育成
漁協が中心となり、乗組員確保のための募集広告、セミナー、
トライアル研修等を実施する。

○ 研究機関と連携した資源管理
・参加船が一体となった操業体制の構築、行政や研究機関、漁協、流通業者と
連携した計画的な水揚拡大
水揚拡大協議会を設置し、生産量回復計画の進行を管理する。
・ICTの導入による資源管理の高度化
代表船へICTの試験的導入と講習会を通じて地域全体へ拡充する。
・保護区、サイズ規制等による資源管理
保護区の設定やサイズ規制により資源管理に取り組む。

○ 行政、流通業者等と連携した情報発信、販路拡大
・流通業者と連携して需要に応じた水揚形態の検討
船上箱詰め等による高鮮度化で差別化を図る。
関係団体を通じて、相馬地区沖底の取組と連携する。

・イベントやSNS、メディア等を活用した安全安心、美味しさ等の情報発信
市場祭り等開催、YouTube、各種メディア等を通じて情報発信する。

＜操業・生産に関する事項＞ ＜流通・販売に関する事項＞

福島県地域漁業復興プロジェクト漁業復興計画の概要（2/2）
（いわき地区底びき網部会）

取 組 内 容

福島県漁連の動画サイト漁業担い手の確保・育成
（震災後に着業した若い後継者）
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採貝、採藻

かご、どう、つぼ

ひき釣り

その他の一本釣り

沿岸はえ縄

固定式刺し網

沿岸流し網

船びき網

貝けた網

小型底びき網

沖合底びき網

（2,076,131千円）（525,158千円）

  沿岸漁業は、いわき市漁協、小名浜機船底曳網漁協の所属船が営んでいる。
  いわき市漁協の令和４年末の組合員数は254名（平成22年456名）、小名浜機船底曳

網漁協は51名（平成22年は55名）。
 沖合底びき網船7隻、小型底びき網船19隻、小型船165隻（令和４年末）。
 底びき網や船びき網、刺し網、かご、採貝等が盛ん。
 平成22年の属地水揚量は6,086トン、2,076百万円。
 令和3年の水揚量は1,103トンで、平成22年の約18%。

いわき地区の漁法別水揚量と水揚金額（属地）福島県の海岸図 5

いわき地区沿岸漁業の概要

県水産資源研究所

相馬双葉漁協

相馬双葉漁協
富熊支所

いわき市漁協久之浜支所

四倉支所

沼之内支所

江名町支所

小浜支所

勿来支所

小名浜機船底曳網漁協

いわき地区
（いわき市）

県水産事務所

県水産海洋研究
センター

福島県漁連

福島県

宮城県

茨城県

底
び
き
網

3,560トン
58.5％

845トン
76.6％

底
び
き
網



• 平成23年３月の東日本大震災による地震と津波により、水産関係施設や漁船などに甚大な被害。
• 福島県全体の水産関係施設の被害額は82,363百万円。

荷捌施設（小名浜、沼之内） 岸壁に打上げられた漁船

平成23年3月撮影

• 震災前の生産、流通体制へ戻すため、課題を整理し水揚量の拡大に取り組んでいる。 6

冷蔵施設

いわき地区の概要（施設等の復旧）

荷捌施設（小名浜 平成27年３月 沼之内 平成29年４月） 冷凍施設（平成27年３月）漁船（平成25年 ８月）
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いわき地区底びき網漁業の概要

特 徴

◆ 沖底：許可の内容により福島県沖のみ、または茨城～福島県沖
で操業。

◆ 小底：基本的には福島県沖での操業。ただし、茨城県との相互
入会許可（知事許可） により茨城県沖でも操業する船がある。

◆ 主に水深100ｍより浅い海域で操業。対象種によっては、水深
500ｍ前後まで操業。

操 業

乗組員 ： 沖底3～5名、小底２～３名
水揚日数 ： ３～４日／週
曳網回数    ： １航海当たりの曳網回数２、３回～最大12回
水揚港  ：   拠点としている漁港
操業時間 ： 地域の状況に応じて次のとおり

• 午前１時頃出港し、一昼夜操業して翌日の朝に販売するパターン
• 午前１時頃出港し、夕方まで操業して翌日に販売 〃
• 早朝に出港し、昼毎まで操業して当日の午後に販売 〃

震災後の変化
操業海域   ： 福島県沖のみ、浅海域中心
乗組員  ： １名程度減少した船が多い
水揚日数 ： ３日／週 前後
曳網回数 ： 概ね１回／１航海
操業時間 ： 早朝に出港し、午前中に入港して当日販売

◆ 沖合底びき網7隻、小型底びき網18隻、相馬双葉漁協所属小型底びき網１隻、合計26隻。
◆ 開口板を使用した一艘による底びき網。
◆ 参加船の内、沖合底びき網船15トン～47トン。小型底びき網船6.6トン～14.0トン。

漁法の模式図

沖合底びき網船(47.57トン） 小型底びき網船（6.6トン） 開口板（小底）

操業海域のイメージ

：震災前

：震災後

茨城県境



◆ いわき地区では、平成25年10月から試験操業に取り組んできた。

◆ 主な水揚げ魚種は、震災前はヤナギダコ、マダラ、マアナゴ等、震災後はヒラメ・カレイ類、キアンコウ、マアナゴ等。

◆ 震災後の水揚量は年々増加してきたが、近年の伸びは緩やか。

◆ 令和３年の水揚量は838トンと平成22年（3,558トン）の24％に留まっている。

主な魚種、水揚量、水揚金額 （１月－12月）
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いわき地区底びき網漁業の水揚量推移
（属地 沖底＋小底）

いわき地区底びき網漁業の概要（水揚げ）

ヒラメ キアンコウ ムシガレイ

魚種名 数量(Kg) 金額(千円) 魚種名 数量(Kg) 金額(千円)

ヤナギダコ 749,459 139,165 ヒラメ 138,991 91,704

マダラ 339,975 25,175 キアンコウ 88,753 13,941

マアナゴ 175,922 70,311 ムシガレイ 73,131 10,050

スルメイカ 153,166 30,037 マアナゴ 68,762 41,075

マガレイ 148,195 50,156 ヤリイカ 59,309 27,620

ミズダコ 144,378 42,747 その他の魚類 51,454 24,788

ヤリイカ 137,810 43,213 ヤナギムシガレイ 48,796 27,448

ジンドウイカ 134,928 42,971 ヤナギダコ 46,675 8,341

ヒラメ 133,102 104,308 カナガシラ 35,436 1,266

アオメエソ属 120,551 107,137 ニベ類 31,085 3,825

その他 1,320,587 475,775 その他 195,282 54,898

合計 3,558,072 1,130,995 合計 837,673 304,956

平成22年 令和3年

ヤナギダコ マダラ マアナゴ
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いわき地区底びき網漁業の概要（参加者の概要）

図１ 乗組員の年齢構成

（船頭＋乗組員 64名）

表３ 参加船の乗組員数（船頭＋乗組員（船頭以外）

表１ 参加船のトン数等

◆ 参加船は沖合底びき網船５隻、小型底びき網船18隻、合計23隻。総トン数は6.6～47.75トンの範囲である（表１）。

◆ 令和６年９月より新船１隻、中古船２隻、既存船20隻の予定（表１）。

◆ 半数以上（12隻）は、船頭が60歳以下もしくは漁業後継者がいる（表２）。

◆ 乗組員数は船頭を含めて２～５人。多くは３人以下となっている（表３）。

◆ 乗組員（船頭＋乗組員）の39％は60歳以下である（図１）。

◆ 船齢は26％が41年以上となっている（図２）。

＊ 数値は全て令和6年9月（予定）

図２ 参加船の船齢構成
(23隻）

表２ 参加船の船頭年齢及び後継者有無

（隻）

種別 2人 3人 4人 5人 計

沖合底びき網 1 2 1 1 5

小型底びき網 9 9 0 0 18

計 10 11 1 1 23

トン数（トン） 許可 拠点港 所属漁協 船齢

19.6 沖底 久之浜 いわき市 48

17.8 沖底 久之浜 いわき市 48

6.6 小底 久之浜 いわき市 36

47.57 沖底 久之浜 いわき市 44

19.0 沖底 沼之内 いわき市 28

14.0 小底 久之浜 いわき市 40

12.00 小底 久之浜 いわき市 34

14.0 小底 久之浜 いわき市 24

6.6 小底 久之浜 いわき市 34

6.6 小底 久之浜 いわき市 34

9.7 小底 久之浜 いわき市 0

15.0 沖底 四倉 いわき市 35

14.0 小底 四倉 いわき市 47

12.0 小底 沼之内 いわき市 36

8.5 小底 沼之内 いわき市 49

8.5 小底 沼之内 いわき市 41

6.6 小底 小名浜 小名浜機船底曳網 40

8.5 小底 久之浜 相馬双葉 36

6.6 小底 勿来 いわき市 37

6.6 小底 勿来 いわき市 29

6.6 小底 勿来 いわき市 27

6.6 小底 勿来 いわき市 40

6.6 小底 勿来 いわき市 40

計
沖底

小底

５隻

18隻

船頭の年齢 隻数 内後継者有無 隻数

有り 3

無し 1

有り 8

無し 11

12

11

23

60歳以下 4

61歳以上 19

計

船頭が60歳以下もしくは後継者有り

船頭が61歳以上後継者無し
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福島県における底びき網漁業の配置

底びき網漁業の配置

県水産資源研究所

相馬双葉漁協

相馬双葉漁協
富熊地区

いわき市漁協久之浜支所

四倉支所

沼之内支所

江名町支所

小浜支所

勿来支所

小名浜機船底曳網漁協

いわき地区
（いわき市）

県水産事務所

県水産海洋研究
センター

福島県漁連

福島県

宮城県

茨城県

相馬地区沖底23隻

小底１隻

沖底３隻、小底７隻

沖底１隻 小底１隻

沖底１隻、小底３隻

沖底２隻、小底１隻

小底６隻中５隻、（令和６年９月～）

所属漁協 拠点とする
地区

主な水揚地 沖底 小底

相馬双葉漁
協

相馬原釜 松川浦 23隻

富熊 久之浜 １隻

いわき市漁協 久之浜 久之浜 ３隻 ７隻

四倉 沼之内 １隻 １隻

沼之内 沼之内 １隻 ３隻

勿来 勿来 ６隻中５隻

小名浜機船
底曳漁協

小名浜 小名浜 ２隻 １隻

合計 30隻 19隻

内がんばる漁
業参加者

相馬地区沖合底びき網部
会

23隻

いわき地区底びき網部会 ５隻 18隻

いわき地区がんばる漁業参加船

所属漁協、拠点等

相馬地区がんばる漁業参加船
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底びき網対象種の資源調査

福島県水産資源研究所

• 震災後、操業自粛によって、多くの資源は増加（大型化も含め）したが、現在は、魚種によっては減少に転じているもの
がある。

• 漁業者は、漁獲成績書や操業日誌等の操業データ、漁協からの統計データを提供。
• 国や県は調査船調査や市場調査及び、漁業者から提供を受けたデータを基に解析し、漁業者に結果を提供。
• 漁業者は、提供された科学的データを基に資源の適切な利用方法を協議しつつ、水揚量の拡大に取り組む。

漁業者

・操業データ（操業日誌全船）
位置情報、曳網回数・時間、
魚種別漁獲量

・水揚量
漁協統計
 漁獲成績書

・操業データ、水揚量の集計
・調査船調査
・市場調査（魚体測定等）

TAC魚種等の資源解析

TAC魚種等の
データ

漁獲成績書

県の研究機関

資源解析

国、水産研究所

調査船調査等

資源評価、漁場別の利用状況・資源状況、資
源管理方法などの情報

データ提供

漁場の利用状況

• 漁獲圧の分散（漁場の計画的な利用）
• 保護区の設定と資源状況に応じた利用
• 漁獲サイズの設定

資源管理の高度化



資料①ー１ 取組内容（A） 新船導入・中古船導入及び安全性の向上
（生産基盤の安定的な確保）

（新船）

➢ 新船１隻を建造する。
➢ 新船導入により修繕費を削減する。
➢ AIS、エアコン、監視モニター、テレビ、トイレを設置する。
➢ 冷海水装置を導入する。
(中古船導入）

➢ 第三仁洋丸12.6トンは他県の沖底船15トンの中古船を導入し、小底から沖底に変更する。
➢ 第五興洋丸19トンは令和６年９月に沖底船から（第12明丸の新船建造9.7トンにより）小底中古船

6.6トンに変更する。

◆ 高船齢化（平均船齢37.4年）が進んでいるが、参加船23隻の内、19隻は機関換装等により生産性を維持してきた。
◆ 新船建造を希望する船もあるが、船価の高騰や造船所の空きがないことから新船建造が進んでいない。
◆ 今回、参加船の内１隻について新船建造が可能となった。本船は若い漁業後継者がおり、魅力ある漁業とするため、安全性や

生産性、居住性の向上が望まれている。

◆ 既存船については、乗組員不足による安全性の低下や高齢者も居ることから、安全性向上のための設備導入が急務と
なっている。

（新船）

 船齢が引き下げられる。
船齢 34年（令和4年）→４年（令和10年）

 修繕費の削減 1,167千円（令和３年）→ 600千円
 安全性、作業性が向上する。また、就労環境が改善される。
 鮮度が保持される。

12

現状と課題

取 組

効 果

(共通）

➢ 救命筏、AIS（船舶自動識別装置）、AEDを設置する。
➢ 機器等の使用や安全操業について、定期的に講習会を開催する。

（共通）
 安全操業が可能となる。
 就労環境の改善により、乗組員の確保に繋がる。



資料①ー２ 取組内容（A） 新船導入・中古船導入及び安全性の向上
（生産基盤の安定的な確保）

新船の大きさ等の変更
：補助事業期間（新船タイプ）

＊ 復興計画取組は、全船令和5年9月～令和10年8月の5年間

新船建造と事業実施期間
：補助事業期間（既存船タイプ）

令和６年漁期（9月）から操業開始

第三仁洋丸（12.6トン）小型底びき網 昭和56年建造 中古船導入（15.0トン）沖合底びき網 昭和63年建造

中古船導入（旧第12明丸6.6トン）小型底びき網 昭和63年建造第五興洋丸（19.0トン）沖合底びき網 昭和54年建造 13

年 タイプ別隻数 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

令和5年漁期 既存船18隻
新船建造

新船１隻

既存船22隻

新船１隻

既存船22隻

令和8年漁期

令和9年漁期

令和6年漁期

令和7年漁期

全長

(m)

全幅

(m)

深さ

(m)

総トン数

(トン)

既存船 14.05 3.52 0.94 6.6

新船 15.40 3.75 1.50 9.7
第12明丸



名称 設置機器 ＮＯ 効果

操舵室 監視モニター ① 安全性向上

機関室等 カメラ ② 安全性向上

操舵室 ＡＩＳ
（船舶自動識別装置）

③ 安全性向上

操舵室 エアコン ④ 就労環境の改善

船室 テレビ ⑤ 就労環境の改善

トイレ ⑥ 就労環境の改善

魚艙 冷海水装置 ⑦ 鮮度向上

（新船） 新設機器一覧

資料 ②
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資料② 取組内容（A） 新船導入及び安全性の向上
（生産基盤の安定的な確保）

冷海水装置

①、②、③、④

⑥

⑤

監視モニター エアコン

AIS搭載のメリット
• 他船の進路変更等を把握

• レーダーでは探知が困難な場合に
も、他船の探知が容易

• 他船が変速等の情報をリアルタイ
ムに把握

• 他船に自船の進路、船名等を容易
に認識させることができる

• 海上交通センターでは、AIS搭載船

舶の動静を把握し、個別の注意喚
起や各種情報を提供

AED

安全操業に関する講習会

救命筏

AIS導入促進事業等を活用

AIS
万が一の事故、病気への対応

⑦

（共通）
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資料③ 取組内容（B） 漁業担い手の確保・育成
（生産基盤の安定的な確保）

◆ 震災後は、乗組員が減少し、生産性が低下している。
◆ 慢性的に後継者が不足している。
◆ 個別に乗組員の募集をしている船もあるが確保に苦慮している。地域全体で漁業担い手の

確保・育成に取り組む必要がある。

➢ 漁協が中心となり、関係機関と連携していわき地区全体で漁業担い手の確保・育成
に取り組む。

• 人材確保のためのPRサイトを開設
• ポスター、パンフレット、動画等をハローワーク、高校等へ掲示、配布
• 定期的に就業者相談会、説明会を開催
• 漁業就業希望者に対してトライアル研修を実施
• 全国漁業就業者確保育成センターと連携し、県外から就業者を募集

 乗組員の確保に繋がる。
 地域水産業の安定に繋がる。

・漁業者
・漁業者
・漁業者

乗組員募集情報

漁業就業者育成センター
ハローワーク
高校

行 政

・就業希望者
・就業希望者
・就業希望者・研修の実施

・希望者受入

・募集情報
・ポスター、パンフの掲示
・WEB等で漁業の紹介
・セミナー開催

現状と課題

取 組

効 果

ポスター

・協力
・補助金等支援

セミナー

イメージ イメージ

イメージ

動画等による漁業の紹介

県漁連

（共通）

福島県次世代漁業人材育成確保
支援事業等を活用

漁 協



資料 ⑤
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資料④ 取組内容（C） 水揚拡大協議会
（研究機関、流通業者と連携した資源管理）

◆ 各船が船主・船頭の判断により、操業海域、曳網回数等を決めている。
◆ 震災後、長期の操業自粛によって、多くの魚種で資源が増加しており、いわき沖は比較的高位で推移している。
◆ 将来にわたり、現在の資源水準を維持しながら、水揚量を増加させるには科学的データに基づいた操業とそれを管理するための組織体制を

新たに構築する必要がある。

➢ 水揚拡大協議会を設置し、生産量回復目標を設定する。
➢ 底びき網部会が中心となり、操業日数、曳網回数等の具体的な操業計画を策定する。
➢ 毎月の拡大協議会で、県の水揚状況報告や資源解析結果を基に生産量回復計画の

進行管理を行う。

（共通）

◆生産量回復目標の達成のため、前月までの漁獲状況
から、翌月の操業計画を策定
（操業海域、配船、曳網回数、操業日数等）

◆ 23隻を船の機動力、季節や漁獲対象種等に応じて、
配船することを試験的に実施

◆ 操業日誌、デジタル操業日誌（代表船）により、
資源解析に必要なデータを入力

（日時、操業場所、曳網回数、水深、魚種別漁獲量等）

操 業

◆ 水揚量解析
◆ 密度分布解析（操業日誌）
◆ 水揚物の全長等の測定（市場調査）
◆ ICT導入による海況、漁場形成情報解析
◆ 調査船調査（稚魚の発生、加入状況）

行政、研究機関、漁協、流通業者等の意見を反映しながら、協議し決定する。
操業計画

水揚拡大協議会

水揚状況、資源解析等漁
業
者

行政・研究機関

操業データ
水揚データ

現状と課題

取 組

◆ 需要が高い魚種、サイズ、必要量
◆ 必要とする水揚げの形態（鮮魚、活魚、船上箱詰め等）
◆ 販路の確保、拡大

流通業者

科学的データ

販路拡大、風評対策

関係団体を通じて、相馬地区や隣県と連携協議

・操業海域、保護区、資源管理等

全国底曳網漁業連合会
福島県機船底曳網漁業組合連合会



② 現状（令和３年９月～令和４年６月）

① 平成２２年の水揚量 ③ 生産量回復目標と達成のための操業試算

総水揚日数 ２，３５３日/２３隻

総曳網回数 ２，７２８回/２３隻

平均水揚日数 １０２日/年・隻

平均曳網回数 １．２回/日・隻

水揚量 ７３３トン

平均 ２６９kg/１曳網

いわき地区底びき合計 ３，５５８トン

参加船23隻 １，９５０トン
50% ９７５トン

資料 ⑩

－参考－
令和３年の操業実績（１曳網当たりの水揚量２６９kg）を基
に各事業年の操業日数、曳網回数から水揚量を試算
（例） R5年（１年目）
８１７トン≒２６９ｋｇ×1.2回×110日×２３隻

資料 ⑥
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資料⑤ 取組内容（C） 生産量回復計画の目標と管理
（研究機関、流通業者と連携した資源管理）

平成22年１，９５０トン（参加船23隻）
CPUEは、令和3年漁期の269ｋｇ/1曳網を参考に設定。

＊ 水揚日数、曳網回数は実績を見て随時見直しする。

生産量回復目標

効 果

 水揚拡大に向けた操業体制が構築され、生産回
復目標である震災前比50％以上の達成が堅実な
ものとなり、流通拡大に繋がる。

震災前50%

年間水

揚日数

曳網

回数

日／隻 回/日隻

震災前　 H22.1ｰH22.12 1,950 - 138

基準年　 R3.9-R4.6 733 38% 102 1.2

計画1年目 R5.9-R6.6 817 42% 110 1.2

計画2年目 R6.9-R7.6 917 47% 114 1.3

計画3年目 R7.9-R8.6 987 51% 114 1.4

計画4年目 R8.9-R9.6 1,095 56% 118 1.5

計画5年目 R9.9-R10.6 1,208 62% 122 1.6

年 期間
水揚量

(トン)
H22比



資料⑥ 取組内容（D） ICTの導入による資源管理の高度化
（研究機関、流通業者と連携した資源管理）

◆ 震災前は代表船が、震災後は全船が操業日誌を記録し、県の研究機関がとりまとめて、年単位で資源状況等の情報提供を受けて
いた。

◆ 漁場の利用や資源状況に応じた操業をより効果的に行うためには、ICTを活用した迅速なデータ集積と解析が必要である。
◆ より効率的に操業を行うためには、漁獲情報や海況情報など、科学的データに基づいた操業が必要である。

➢ 代表船にタブレット機器を導入し、デジタル操業日誌に操業等情報を入力、研究機関に提供する。
➢ 研究機関で、数か月単位で資源等のデータをとりまとめ、水揚拡大協議会で情報提供を受ける。
➢ 水揚拡大協議会において科学的データを基に操業計画を策定し、水揚目標を設定する。
➢ タブレット等を活用し、調査船調査結果等を参考に漁場を選定する。

資源状況

漁業者
・データのとりまとめ、解析

 漁業のデジタル化が進み、漁業者の操業日誌作成等の簡便化に繋がる。
 科学的データに基づいた資源利用が可能となり、水揚量増加に繋がる。

（共通）

18

タブレット等の端末 ・操業、漁獲データ等
・海況データ（底水温等）

研究機関等

連携してシステムを構築

・解析結果の提供
・漁海況情報の提供
・調査船調査結果提供

水温情報

現状と課題

取 組

効 果

ICT導入試験



資料⑦ 取組内容（E） 保護区、サイズ規制等による資源管理
（研究機関、流通業者と連携した資源管理）

◆ 休漁によって増加した資源の持続的利用が必要である。
◆ 地区内、他地区、他県との連携を強化した資源管理と操業が

 必要とされている。

➢ 水揚拡大協議会において、資源管理について協議するとともに、関係団体を
 通じて県内他地区（相馬地区等）や隣県との連携体制を構築する。

➢ 相馬沖底船が水深100m以浅を保護区、いわき地区底びき網船が水深
60ｍ以浅を保護区とする（協議により決定）。

➢ 保護区については、資源状況を踏まえ、水揚拡大協議会において利用も
 検討する。また、相馬沖底船との操業区分け等は上部団体を通じて調整
 していく。

➢ 相馬沖底船と同調し、キチジの産卵期を禁漁に設定する。
＊ いわき沖については３月～４月を禁漁とする。
＊ 今後、資源状況等を踏まえて、他の魚種についても検討する。

➢ 必要に応じて全長規制を設定する（例 ヒラメ 40㎝以上を水揚げ）。

 相馬沖底船と操業海域を区分することで、お互
いに努力量の分散と資源の有効活用が可能と
なる。

（共通）
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現状と課題

取 組

効 果

ヒラメ自主サイズ規制の監視

相馬地区底び
き網漁業者

いわき地区

隣県底びき網
団体

福島県機船底曳網漁業組合連合会

全国底曳網漁業連合会

行政
県の研究機関

各機関の連携体制

いわき市

いわき地区底びき網
保護区
（水深60m位浅）

相馬地区底びき網
保護区
（水深100m位浅）

水深100m
水深60m

沖底禁止線

小底禁止線

保護区の概要



資料 ⑪資料 ⑩
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資料⑧ 取組内容（F） 行政、流通業者等と連携した情報発信、販路拡大

現状と課題

取 組

船上箱詰め販売

効 果

放射能自主検査、情報発信
（産地市場）

市場祭り等によるPR

量販店との連携販売

◆ 水揚量拡大に伴う販路の拡大には、県等の行政、流通業者（卸売、仲買、加工業者）、
漁業者が一体となって進める体制が必要である。

◆ 販路の拡大のためには、高鮮度化等の差別化が必要である。
◆ 震災前は「常磐もの」として高評価を得ていたが、震災後は販売に苦慮している。
◆ ALPS処理水の海洋放出により、更なる放射能風評被害が危惧される。
◆ 鮮度向上やPRにより競争力を高めることが必要である。

➢ 行政や仲買業者、県の研究機関が一体となった水揚量拡大、販路拡大、情報発信に
取り組む体制を構築する。

➢ 仲買業者の要望に応じた水揚げ形態とする。
➢ 県内外の消費者や流通業者、報道機関等へ説明会・イベントを通じて情報を発信する。
➢ 福島県による放射能モニタリング、産地市場における自主検査に協力する。

例：・水産研究・教育機構の科学的データを用いた県産魚介類の美味しさのPR（アナゴ、ヒラメ等）
・シャーベット氷を利用した高鮮度水揚げ
・活魚、箱詰め（キチジ）出荷、未利用魚（アカエイ等）の水揚げ販売、加工品開発（アナゴ、カナガシラ等）
・産地市場に消費者団体等を招いて検査体制等の説明
・産地市場で市場祭りを開催しPR販売（年２回）
・首都圏の中央市場や大手量販店において、ポスター、パンフ等の配布、アンケート調査（年５回以上）
・首都圏量販店でPR販売（15店舗）
・WEBを活用した情報発信

 競争力を高めることで販売拡大に繋がる。
 種々の販売形態を持つことにより、需要に応じた販売が可能となり価格向上に繋がる。
 加工による付加価値向上や販促イベントにより販路拡大に繋がる。
 消費者や流通業者に県産水産物の魅力や安全性が伝わることで、消費の拡大と流通拡大に繋がる。

（共通）

シャーベットアイスの活用 活魚施設

加工品（常磐アナゴ）

未利用魚の販売
（アカエイ）
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